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まちづくりNEXTチャレンジャー育成事業企画運営等業務委託仕様書 

１ 業務名 

まちづくりNEXTチャレンジャー育成事業企画運営等業務委託 

 

２ 委託の目的 

 地域商業の持続的発展を図るため、商店街等の商業者グループの若手経営者やまちづくりに関心

のある若者・企業及び自治体職員等に対して、まちづくりを通じた地域課題解決に向けた必要な知

識を学ぶ機会を提供することにより、次代を担うまちづくり人材を育成することを目的とする。 

 

３ 業務期間 

契約締結の日から令和４年３月１５日まで 

 

４ 事業内容 

本事業はその成果として、できるだけ多くの研修受講者が地域で活躍できるようになることを目

指し、下記の（１）～（４）を行う。ただし、本事業の遂行のために、より効果的な提案がある場

合には、この限りではない。 
また、本事業の適正性を確保し、実効性をより高めるため、以下の①～③に留意することとする。 
① 内容・プログラムについて大分県商工観光労働部商業・サービス業振興課（以下｢担当課｣とい

う。）及び講師と綿密に打ち合わせること。 
② 十分な集客ができるよう、関係各機関への呼びかけ、潜在的受講希望者の掘り起こし等、積極

的な働きかけを行うこと。ただし、謝金等の便益提供による参加者募集は禁止する。 
③ 受講生に対する学術的知見の提供と学校と地域とのつながりを深めるとともに、次代を担う学

生の成長と将来的にビジネスが生まれるきっかけやその可能性の発掘となる機会となることを

期待して、県内学校（大学、高校等）と連携した事業運営を検討すること。 
詳細については、事業の執行の際に改めて担当課と協議の上、決定することとする。 

 
（１）まちづくり人材育成研修の開催 

まちづくりの意義、先進事例等を研修等を通じて学び、多様な主体との関わりの中での地域のま

ちづくりのあり方等を参加者自身が検討するとともに、次代を担う新たな人材の掘り起こしや人脈

の構築、まちづくりにおける役割を見出す機会を提供し、まちづくりを通じた地域課題解決を目指

すため、以下①～②の研修を開催する。 
 なお、研修に要する資料代及び交通費に係る研修受講費用は受講者負担とすること。 
① 座学研修 

まちづくりに関する多種多様な専門知識やノウハウについて、有識者による講義を通して学ぶ

研修。同一受講者に対して複数回の研修を行い、単なる事例紹介の場とならず、実践的なまちづ

くりのスキルを習得できる研修内容とする。必要に応じて研修受講後の受講者の現状を確認し、

フォローアップを行う。 
※ 期間：２時間以上／回、回数：事業期間内に６回以上、開催地：大分県内、受講者数:３０名

程度／回 
② 視察研修 

まちづくりに関して先進的な取組を実施する地域や成功事例のある地域で活躍する関係者の

もとで、実践的ノウハウ等を学ぶ研修とし、主として①の研修受講生を対象とする。必要に応じ

て研修受講後の受講者の現状を確認し、フォローアップを行う。 



  -

※ 期間：１泊２日以上／回、回数：事業期間内に１回以上、開催地：大分県外、受講者数：３

０名程度／回 
（２）事業の効果測定 

各事業実施後に受講者に対してアンケート等を行い、満足度や効果、達成度等を把握する。 
（３）事業実施結果の作成 

研修毎に実施内容をまとめた概要を作成する。また、全事業終了後、実績報告書を作成する。 
（４）打ち合わせ 

事業を適切に行えるよう、定期及び随時打ち合わせの時間を設ける。 
（５）適切な実施体制の構築 

上記事業を適切に行うよう、責任者及び業務配分を明確にした上で、本事業に適した担当者（※）

を適切に配置する。不慮の事情で担当者が急きょ不在になったときの対応等も考慮して実施体制を

整える。また、研修の講師、受講者等から急な対応を求められることもあることから、担当者及び

緊急時の連絡方法について明示し、１日以上連絡が不能となる等の状態を避ける。 
※ まちづくりの趣旨、本事業の目的を理解していること。 

関係法令、政策の理解、学識、経験、実績等が信頼に足ること。 
 

５ 付記事項 

（１）受託者企画案の調整 

当該企画案は、県と受託者との協議により調整できるものとする。 

（２）権利義務等の譲渡等 

   県はこの契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更する

ことができるものとする。 

 

６ 著作権 

 この契約により作成される成果品の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 

（１）成果品の著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。）は、県に無償で譲渡

するものとする。 

（２）県は、著作権法第20条第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、本業務目的の範

囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする。 

（３）納品される成果品について、第三者が権利を有する著作権が含まれる場合には、受託者は当該

既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行うこと。

また、著作権に関わる紛争が生じた場合、一切受託者の責任において処理するものとする。 

（４）受託者は、県の事前の同意を得なければ、著作権法第18条及び第19条を行使することができな

いものとする。 

（５）本人の承諾を得ることのできない人物画像については、本人と識別できない程度の修正を行う

こと。また、掲載後の肖像権或いは個人情報に関わる問題が発生した場合は、受託者においてそ

の責めを負うこと。 

 

７ 貸与資料 

 県が保有する行政資料について、業務遂行上必要であれば受託者に貸与するものとする。受託者

は県の指示に従い、資料の貸与を受けるものとし、本業務の完了後は速やかに借用した資料を県に

返却しなければならない。 

 

８ 秘密の遵守等 
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 受託者は、本業務実施中に生じる全ての成果品を、県の許可なく他に公表及び貸与してはならな

い。また、本業務中に知り得た事項を他に漏らしてはならない。県より貸与された資料及び成果品

については、受託者は破損、紛失のないように取扱いに十分注意するものとする。 

 

９ 補則 

 本仕様書に疑義のある場合及び定めのない事項については、県と受託者が協議のうえ決定するも

のとする。 


